
（Ⅰ） （Ⅰ） （Ⅰ）

１ ５６７ ４０ ５６ ６０ ２２ ７４５ ４７０ ４４ ９ １２６８ ４０ ８ １２０４ ３４ ７ １０９４

２ 5時間以上
６７０ ４０ ５６ ６０ ２２ ８４８ ４７０ ５０ １０ １３７８ ４６ ９ １３１４ ４０ ８ １２０５

３ 6時間未満
７７３ ４０ ５６ ６０ ２２ ９５１ ４７０ ５６ １１ １４８８ ５３ １１ １４２４ ４７ ９ １３１５

４ ８７６ ４０ ５６ ６０ ２２ １０５４ ４７０ ６２ １３ １５９９ ５９ １２ １５３５ ５３ １１ １４２５

５ ９７９ ４０ ５６ ６０ ２２ １１５７ ４７０ ６８ １４ １７０９ ６５ １３ １６４５ ５９ １２ １５３６

１ ５８１ ４０ ５６ ６０ ２２ ７５９ ４７０ ４５ ９ １２８３ ４１ ８ １２１９ ３５ ７ １１０９

２ 6時間以上
６８６ ４０ ５６ ６０ ２２ ８６４ ４７０ ５１ １０ １３９５ ４７ １０ １３３１ ４１ ８ １２２２

３ 7時間未満
７９２ ４０ ５６ ６０ ２２ ９７０ ４７０ ５７ １２ １５０９ ５４ １１ １４４５ ４８ １０ １３３５

４ ８９７ ４０ ５６ ６０ ２２ １０７５ ４７０ ６３ １３ １６２１ ６０ １２ １５５７ ５４ １１ １４４８

５ １００３ ４０ ５６ ６０ ２２ １１８１ ４７０ ７０ １４ １７３５ ６６ １３ １６７１ ６０ １２ １５６１

１ ６５５ ４０ ５６ ６０ ２２ ８３３ ４７０ ４９ １０ １３６２ ４６ ９ １２９８ ４０ ８ １１８９

２ 7時間以上
７７３ ４０ ５６ ６０ ２２ ９５１ ４７０ ５６ １１ １４８８ ５３ １１ １４２４ ４７ ９ １３１５

３ 8時間未満
８９６ ４０ ５６ ６０ ２２ １０７４ ４７０ ６３ １３ １６２０ ６０ １２ １５５６ ５４ １１ １４４７

４ １０１８ ４０ ５６ ６０ ２２ １１９６ ４７０ ７１ １４ １７５１ ６７ １４ １６８７ ６１ １２ １５７７

５ １１４２ ４０ ５６ ６０ ２２ １３２０ ４７０ ７８ １６ １８８４ ７４ １５ １８１９ ６８ １４ １７１０

※

※

※  生活機能向上連携加算（Ⅱ）については、１００単位/月を算定する。

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰの数字については、機能訓練算定なしや

認知症加算　…　要介護者の「認知症の高齢者生活自立度」Ⅲa以上の方の割合が20/100以上

であり、専門的な研修を終えた職員を配置している場合算定。　　60単位　/　1日につき

処遇
改善
加算 合　計

特定
処遇
改善
加算
Ⅰ

入浴なしにより減額となります。　　（処遇改善加算（Ⅰ）59/1000・特定加算Ⅰ 12/1000）

機能
訓練
（Ⅰ）
イ

サー
ビス
提供
体制
加算
Ⅰ

認知
症加
算

介護度 利用時間 合　計 合　計

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ・認知症加算

ある場合

処遇
改善
加算

処遇
改善
加算

特定
処遇
改善
加算
Ⅰ

特定
処遇
改善
加算
Ⅰ

通常規模型通所介護費　　　　　　　 （単位　円）

ほりこしデイサービスセンター利用料金表　　Ｒ３．４．１～

介護費用 入浴 小計 食材費

認知症加算なし
機能訓練・
認知症加算

なし



要支援１

要支援２

要支援２

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰについては、月末に所定単位数の12/1000を算定する。

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰについては、月末に所定単位数の12/1000を算定する。

運動器
機能向上

加算

２２５

２２５

２２５

生活機能
向上連携

加算

32

１００

１００

※　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）については、月末に所定単位数の59/1000を算定する。

1回/週

2回/週

1回/週
弘前市在住者

のみ

（単位　円）

750

350 150

470

2350

470

4230

350

レク・体操入浴

150

1750 750

1750

合　計
特定処遇
改善加算

Ⅰ

２５

４７

２６

4,678

４７０ 2,748

通所介護予防・日常生活支援総合事業（通所型サービス） （単位　円）

ほりこしデイサービスセンター利用料金表
Ｒ３．４．１～

４７０

４７０

2,703

１７６

サービス
体制強化
加算(Ⅰ)

イ

介護度

     特定地域加算については、１０単位/日を算定する。

処遇改善
加算（Ⅰ）

１２３

２３２

特定処遇
改善加算

Ⅰ
昼食代

生きがい型デイサービス（通所Ａ）　　　　　　　　　　

月９回以上 2,702 159 1350 12973
　　　　　　　　　/円

※　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）については、月末に所定単位数の59/1000を算定する。

3150 1350

7012
　　　　　　　　　/月

要 支 援 2

※2回/週利用

月８回まで 305 18 150

月５回以上 1318 78

1447
　　　　　　　　　/日

7012
　　　　　　　　　/月

16

4

16

4

要 支 援 2

※1回/週利用

月４回まで 305 18 150 1447
　　　　　　　　　/日

350 150

2350

750

150 1447
　　　　　　　　　/日

月５回以上 1318 78 750

月４回まで 4305 18 470

日常生活備品 合計介護度 利用回数 基本利用料
処遇改善
加算（Ⅰ）

事 業 対 象 者
要 支 援 １
更 新 者

８８

昼食代

８８１００

１２５

利用回数

１,７１４

基本利用料

１,６７２

３,４２８


